
 在留資格ごとに在留期間が定められています（令和６年９月30日現在）
 在留資格については、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。

■ 就労目的で在留が認められる外国人
これらの外国人は、各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能です。

該 当 例在留 期間日 本 に お い て 行 う こ と が で き る 活 動在留資格

大学教授等
５年、３年、
１年または３月

日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究
の指導または教育をする活動

教 授

作曲家、画家、著
述家等

５年、３年、
１年または３月

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動（この表の興行の項に掲げ
る活動を除く）

芸 術

外国の宗教団体か
ら派遣される宣教
師等

５年、３年、
１年または３月

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の
活動

宗 教

外国の報道機関の
記者、カメラマン

５年、３年、
１年または３月外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動報 道

ポイント制による高
度人材

５年（１号）
または無期限
（２号）

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする

活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の

分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動、日本の公私の機

関において貿易その他の事業の経営を行いまたは管理に従事する活動など

高度専門職
１ 号 ・ 2 号

企業等の経営者・
管理者

５年、３年、１
年、６月、４月
または３月

日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事す

る活動（この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うこ

とができないとされている事業の経営または管理に従事する活動を除く）

経営・管理

弁護士、公認会計
士等

５年、３年、
１年または３月

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うことと
されている法律または会計に係る業務に従事する活動

法 律 ・
会計業務

医師、歯科医師、
看護師

５年、３年、
１年または３月

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る
業務に従事する活動

医 療

政府関係機関や私
企業等の研究者

５年、３年、
１年または３月

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動（こ
の表の教授の項に掲げる活動を除く）研 究

中学校・高等学校
等の語学教師等

５年、３年、
１年または３月

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支
援学校、専修学校または各種学校若しくは設備および編制に関してこれに
準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

教 育

機械工学等の技術
者、通訳、デザイ
ナー、私企業の語
学教師、マーケ
ティング業務従事
者等

５年、３年、
１年または３月

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の
分野もしくは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する
技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もし
くは感受性を必要とする業務に従事する活動（この表の教授、芸術、報道、
経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興
行の項に掲げる活動を除く）

技 術 ・
人文知識・
国 際 業 務

外国の事業所から
の転勤者

５年、３年、
１年または３月

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の
職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う
この表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

企業内転勤

介護福祉士５年、３年、
１年または３月

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護
または介護の指導を行う業務に従事する活動介 護

俳優、歌手、ダン
サー、プロスポー
ツ選手等

３年、１年、
６月、３月また
は30日

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動
（この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く）興 行

外国料理の調理師、
スポーツ指導者、
航空機の操縦者,
貴金属等の加工職
人等

５年、３年、
１年または３月

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟
練した技能を要する業務に従事する活動技 能

特定産業分野（左
記16分野（２号
は介護、自動車運
送業、鉄道、林業、
木材産業以外の
11分野））の各
業務従事者

３年、１年また
は６月（２号）、
法務大臣が個々
に指定する期間
（１年を超えな
い範囲）（１
号）

日本の公私の機関との契約に基づいて行う特定産業分野（介護、ビルク
リーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、
宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、
木材産業）に属する相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要す
る業務（１号）または熟練した技能を要する業務（２号）に従事する活動

特 定 技 能
１号・2号

在留資格一覧表参考



生活 支援関係

外国人が日本で生活するため
に必要な情報を掲載していま
す。

外国人生活支援ポー
タルサイト、生活・
就労ガイドブック

労働 基準関係
労働条件をめぐるトラブル防止のた
めご活用ください。
（英語、中国語、韓国語、ポルトガ
ル語、スペイン語、タガログ語、
インドネシア語、ベトナム語、カ
ンボジア語（クメール語）、モン
ゴル語、ミャンマー語、ネパール
語）

外国人労働者向
けモデル労働条
件通知書・労働
条件ハンドブッ
ク

就業規則をめぐるトラブル防止のた
めご活用ください。
（英語、中国語、ポルトガル語、ベ
トナム語）

外国語版モデル
就業規則

外国人労働者への安全衛生教育の教
材などを掲載しています。

外国人労働者の
安全衛生対策に
ついて

雇用 管理関係
①「外国人社員と働く職場の労務管
理に使えるポイント・例文集」、②
「雇用管理に役立つ多言語用語集」、
③「モデル就業規則やさしい日本語
版」を掲載。

外国人労働者の人事・労
務に関する３つの支援
ツール

留学生等の採用や活躍に向けて、企
業が取り組む際に押さえておくと良
い12のポイントをまとめています。

外国人留学生の採用や入
社後の活躍に向けたハン
ドブック

高度外国人材が雇用管理改善を望む
事項についてのアンケートやヒアリ
ング調査を行い、好事例をまとめて
います。

高度外国人材にとって魅
力ある就労環境を整備す
るために（好事例集）

事業 主向け支援 制度関係
外国人特有の事情に配慮した就労環
境の整備を通じて、外国人労働者の
職場定着に取り組む事業主に対して
助成します。

人材確保等支援助成金
（外国人労働者就労環境
整備助成コース）

外国人労働者の雇用管理の改善に取
り組む事業主に対する融資制度があ
ります。（詳しくは日本政策金融公
庫まで）

働き方改革推進支援資金
（融資制度）

■ 身分に基づき在留する者
これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。

該当例在留期間日本において行うことができる活動在 留 資 格

法務大臣から永住の許可を
受けた者（入管特例法の
「特別永住者」を除く）

無期限法務大臣が永住を認める者永 住 者

日本人の配偶者・実子・特
別養子

５年、３年、１年
または６月

日本人の配偶者もしくは民法（明治29年法律第89
号）第817条の二の規定による特別養子または日本人
の子として出生した者

日 本 人 の
配 偶 者 等

永住者・特別永住者の配偶
者および日本で出生し引き
続き在留している実子

５年、３年、１年
または６月

永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永
住者（以下「永住者等」と総称する）の配偶者または
永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日
本に在留している者

永 住 者 の
配 偶 者 等

第三国定住難民、日系３世、
中国残留孤児

５年、３年、１年、６月
または法務大臣が個々に
指定する期間（５年を超
えない範囲）

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定
して居住を認める者定 住 者

外国人の雇用に関する参考情報参考

■ その他の在留資格
在留期間在留資格の概要在留資格

法務大臣が個々に指定する
期間（１年を超えない範囲
（１号）、２年を超えない
範囲（２号および３号））

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国
際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開
発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づく
り」に協力することを目的としており、外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）に基づ
き、実施されています。

技 能 実 習

５年、３年、１年、６月、
３月または法務大臣が個々
に指定する期間（５年を超
えない範囲）

「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は、個々の許可の内
容により報酬を受ける活動の可否が決定します。
※届出の際は旅券に添付された指定書により具体的な類型を確認の上、
記載してください（Ｐ．３※２を参照してください）。

特 定 活 動
ＥＰＡに基づく外国人看護
師・介護福祉士候補者、ワー
キングホリデーなど

■ 就労活動が認められていない在留資格
留学、家族滞在などの在留資格は就労活動が認められていません。
～就労が認められるためには資格外活動許可が必要です～
出入国在留管理庁により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（１週間当たり28時間以内など）で、相当と認められる場合に報酬
を受ける活動が許可されます。（例:留学生や家族滞在者のアルバイトなど）


